
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
都
市
計
画
課
）

一

�
香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
会

計

課
）

八

�
違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
を
行
つ
た
場
合
に
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

（
公
安
委
員
会
）

告

示

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

�
香
川
の
保
存
木
の
指
定

（
環
境
・
水
政
策
課
）

九

�
香
川
の
保
存
木
の
指
定
の
解
除

（

〃

）

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一
二

�
家
畜
伝
染
病
発
生
の
報
告

（
畜

産

課
）

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

�
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
告
示
第
三
百
十
三
号
（
港
湾
法
第
五
十
六
条
に
よ
る
港
湾
の
港
湾

区
域
）
の
廃
止

（
港

湾

課
）

一
三

�
香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

（
会

計

課
）

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
審

査

課
）

公

告

�
一
般
競
争
入
札
の
実
施

（
環
境
管
理
課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

一
五

�
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
（
二
件
）

（
労
働
政
策
課
）

一
六

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

一
七

�
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ

き
道
路
の
指
定

（
道
路
保
全
課
）

教
育
委
員
会
規
則

�
香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
規
則

�
香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
一

公
安
委
員
会
規
則

�
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

�
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

二
二

警
察
本
部
告
示

�
香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

監
査
委
員
規
程

�
香
川
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表
（
二
件
）

二
三

人
事
委
員
会
規
則

�
給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
及
び
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

人
事
委
員
会
告
示

�
給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
改
正

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

第８６号

平 成１６年

１０月２９日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一



平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
三
号

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
交
流
拠
点
施
設
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
多
目
的
広
場
」
を
「
、
多
目
的
広
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
及
び
ア
ー
ト
広
場
」
に
改
め

る
。第

一
条
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

「
第
二
章

国
際
会
議
場
、
展
示
場
及
び
多
目
的
広
場
の
利
用
」
を
「
第
二
章

国
際
会
議
場
、
展
示

場
、
多
目
的
広
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
及
び
ア
ー
ト
広
場
の
利
用
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
多
目
的
広
場
」
の
下
に
「
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
及
び
ア
ー
ト
広
場
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
及
び
多
目
的
広
場
」
を
「
、
多
目
的
広
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
及
び
ア
ー
ト
広
場
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
多
目
的
広
場
を
」
を
「
多
目
的
広
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
若
し
く
は
ア
ー
ト
広
場

を
」
に
、
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目
的
広
場
利
用
申
込
書
」
を
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目

的
広
場
・
大
型
テ
ン
ト
広
場
・
ア
ー
ト
広
場
利
用
申
込
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目
的
広
場
利
用
変
更
申
込
書
」
を
「
国
際
会
議
場
・

展
示
場
・
多
目
的
広
場
・
大
型
テ
ン
ト
広
場
・
ア
ー
ト
広
場
利
用
変
更
申
込
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多
目
的
広
場
利
用
中
止
届
」
を
「
国
際
会
議
場
・
展
示
場
・
多

目
的
広
場
・
大
型
テ
ン
ト
広
場
・
ア
ー
ト
広
場
利
用
中
止
届
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
多
目
的
広
場
」
の
下
に
「
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
又
は
ア
ー
ト
広
場
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
多
目
的
広
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
型
テ
ン
ト

全
面
を
専
用
使
用
に

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

十
万
五
千
七
百
円

広
場

よ
り
利
用
す
る
場
合

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六
万
七
千
六
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七
万
七
千
二
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

二
万
九
千
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
万
八
千
六
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
万
八
千
六
百
円

大
型
テ
ン
ト
部
分
を

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

五
万
千
八
百
円

専
用
使
用
に
よ
り
利

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
万
三
千
百
円

用
す
る
場
合

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
万
七
千
八
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

一
万
四
千
二
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
万
八
千
九
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
八
千
九
百
円

芝
生
部
分
を
専
用
使

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
万
五
千
五
百
円

用
に
よ
り
利
用
す
る

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二
万
二
千
七
百
円

場
合

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二
万
六
千
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

九
千
七
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
万
三
千
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
三
千
円

砕
石
敷
き
部
分
を
専

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
八
千
四
百
円

用
使
用
に
よ
り
利
用

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
万
千
八
百
円

す
る
場
合

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

一
万
三
千
四
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

五
千
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六
千
七
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

六
千
七
百
円

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二



別
表
第
一
第
二
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
第
四
号
の
表
備
考
第
一
号
中
「
多
目
的
広
場
を
」
を
「
多
目
的
広
場
若
し
く
は
大
型
テ
ン
ト

広
場
を
」
に
、
「
又
は
多
目
的
広
場
内
の
コ
ン
セ
ン
ト
」
を
「
、
多
目
的
広
場
又
は
大
型
テ
ン
ト
広
場
内

の
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
を
利
用
す
る
場
合
及
び
大
型
テ
ン
ト
広
場
を
専
用
使
用
に
よ
り
利
用
す
る
者
が
大
型

テ
ン
ト
の
照
明
設
備
」
に
、
「
展
示
場
内
の
給
水
設
備
」
を
「
展
示
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
又
は
ア
ー
ト

広
場
内
の
給
水
設
備
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
付
表
二
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア
ー
ト
広
場

全
面
を
専
用
使
用
に

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

九
万
四
千
円

よ
り
利
用
す
る
場
合

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
万
九
千
九
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

六
万
八
千
四
百
円

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

二
万
五
千
七
百
円

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
万
四
千
二
百
円

午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
万
四
千
二
百
円

大
型
テ
ン
ト

全
面
を
専
用
使
用
に

午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後

一
万
千
六
百
円

広
場

よ
り
利
用
す
る
場
合

一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

大
型
テ
ン
ト
部
分
を

午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後

五
千
七
百
円

専
用
使
用
に
よ
り
利

一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

用
す
る
場
合

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

芝
生
部
分
を
専
用
使

午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後

三
千
九
百
円

用
に
よ
り
利
用
す
る

一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

場
合

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

砕
石
敷
き
部
分
を
専

午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後

二
千
百
円

用
使
用
に
よ
り
利
用

一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

す
る
場
合

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

ア
ー
ト
広
場

全
面
を
専
用
使
用
に

午
前
九
時
前
、
正
午
か
ら
午
後

一
万
三
百
円

よ
り
利
用
す
る
場
合

一
時
ま
で
、
午
後
五
時
か
ら
午

後
六
時
ま
で
又
は
午
後
十
時
後

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

三



国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・アート広場利用申込書

年 月 日

香川県知事 殿

申込者 住 所

氏 名
団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

次のとおり国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・アート広場を利用したいので
申し込みます。

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日）

会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネスルーム

展示場（全面・Ａ・Ｂ）

多目的広場（全面・水景施設を除く部分）

大型テント広場（全面・大型テント部分・芝生部分・
砕石敷き部分）

アート広場（全面）

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道

電 気

電 気 ・ 水 道

水 道

可・否※事前公表の可否
所属 役職 氏名
連絡先（ ） ―

展 示 場

多目的広場

大型テント
広 場

アート広場

国際会議場

展 示 場

多目的広場

大型テント
広 場

アート広場

※電気、ガス又は水道の使用

催 物 等 の 名 称

利 用 の 目 的
（催物等の内容）

利 用 期 間

準 備 期 間

開 催 期 間

撤 去 期 間

入 場 予 定 者 数

※ 利 用 施 設

担 当 者

内

訳

（日本工業規格Ａ列４番）

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。

�
��
�

�
�
�	

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

四



月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

月 日

夜

間

午

後

午

前

区 分

施 設

会 議 室

応 接 室

第 １ 控 室

第 ２ 控 室

ビ ジ ネ ス
ル ー ム

全 面

Ａ

Ｂ

全 面

水景施設を
除 く 部 分

全 面

大型テント
部 分

芝 生 部 分

砕 石 敷 き
部 分

全 面

国

際

会

議

場

展
示
場

多
目
的
広
場

大
型
テ
ン
ト
広
場

ア
ー
ト
広
場

付表１ （日本工業規格Ａ列４番）

利 用 日 程

注 １ 午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時まで、夜間とは午後６時から

午後１０時までをいいます。

２ 該当するところに利用日と○印を記入してください。ただし、準備又は撤去のために利用する

場合は、△印を記入してください。

３ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

五



第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・アート広場利用変更申込書

年 月 日

香川県知事 殿

申込者 住 所

氏 名
団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・
アート広場の利用について、次のとおり変更したいので申し込みます。

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

延 人、１日最大 人（ 月 日）、最少 人（ 月 日）

会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネスルーム

展示場（全面・Ａ・Ｂ）

多目的広場（全面・水景施設を除く部分）

大型テント広場（全面・大型テント部分・芝生部分・
砕石敷き部分）

アート広場（全面）

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道

電 気

電 気 ・ 水 道

水 道

可・否※事前公表の可否
所属 役職 氏名
連絡先（ ） ―

展 示 場

多目的広場

大型テント
広 場

アート広場

国際会議場

展 示 場

多目的広場

大型テント
広 場

アート広場

※電気、ガス又は水道の使用

変 更 の 理 由

催物等の名称

利 用 期 間

準 備 期 間

開 催 期 間

撤 去 期 間

入場予定者数

※ 利 用 施 設

担 当 者

内

訳変

更

後

の

内

容

第２号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。

３ 利用日程又は利用する附属設備若しくは器具を変更する場合には、その変更内容に応じて、

それぞれ第１号様式付表１又は付表２を添付してください。

�
��
�

�
�
�	

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

六



国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・アート広場利用中止届

年 月 日

香川県知事 殿

届出者 住 所

氏 名
団体にあっては、その
名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで承認のあった国際会議場・展示場・多目的広場・大型テント広場・
アート広場の利用について、次のとおり中止したいので届け出ます。

年 月 日 時から 年 月 日 時まで

会議室、応接室、第１控室、第２控室、ビジネスルーム

展示場（全面・Ａ・Ｂ）

多目的広場（全面・水景施設を除く部分）

大型テント広場（全面・大型テント部分・芝生部分・
砕石敷き部分）

アート広場（全面）

国際会議場

展 示 場

多目的広場

大型テント
広 場

アート広場

催物等の名称

利 用 期 間

※ 利 用 施 設

中 止 の 理 由

そ の 他 参 考

と な る 事 項

承

認

済

の

内

容

第３号様式（第６条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

備考 １ ※印欄は、該当するものを○で囲んでください。

２ 展示場を２分割した場合の北側部分をＡ、南側部分をＢとします。

�
��
�

�
�
�	

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

七



第
六
号
様
式
中
「申

請
者

」
を
「届

出
者

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
四
号

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
中
６６
の
項
を
６７
の
項
と
し
、
６３
の
項
か
ら
６５
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

６２
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６３

東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
を
行
つ
た
場
合
に
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
五
号

違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
を
行
つ
た
場
合
に
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

違
法
駐
車
車
両
の
移
動
等
を
行
つ
た
場
合
に
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
香
川

県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
五
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同

条
第
十
七
項
」
に
、「
所
有
者
等
」
を
「
使
用
者
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
八
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

告

示

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名



コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

〃〃



ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃

ミ
リ
オ
ン
出

版



〃

雄
出
版



〃



ぶ
ん
か
社

雑
誌
コ
ー
ド

０８１６９
－
１１

１７４８４
－
１１

１１５３７
－
１１

１４００３
－
１１

０８５１３
－
１１

０４８７７
－
１１

１８１８５
－
１１

０５２６６
－
１１

０７８７７
－
１１

０７９３３
－
１１

図
書

名

ホ
イ
ッ
プ
１１
月
号
（
Ｎ
o．５８

）

B
U
RST

H
IG
H

B
U
RST１１

月
号
増
刊

（
vol．９

）

＠
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ

１１
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
１１
月
号
（
Ｎ
o．２４６

）

M
eruFre！

B
O
M
B
ER

１１
月
号
（
N
U
M
B
ER－

０４２
）

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

１１
月
号

別
冊
Ｇ
Ｏ
Ｎ
！

１１
月
号
（
通
巻
４２
号
）

遊
べ
る
熟
女G
－
m
en１１

月
号
増
刊

（
VO
L.４
）

B
REAK

G
AL

１１
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．０４８
）

PEN
T－
JAPAN

１１
月
号

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃〃〃〃〃

指
定

年
月
日

平成十六年十月二十二日

指
定

番
号

１８１

１８２

１８３

１８４

１８５

１８６

１８７

１８８

１８９

１９０

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

八



●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
九
号

良
好
な
生
活
環
境
を
保
全
し
、
又
は
郷
土
の
景
観
を
維
持
す
る
た
め
、
次
の
表
に
掲
げ
る
樹
木
を
香
川

の
保
存
木
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
号

昭
和
五
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
二
十
二
号
に
お
い
て
香
川
の
保
存
木
と
し
て
指
定
し
た
樹
木
又
は
そ

の
集
団
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
樹
木
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀



ビ
タ
ミ
ン

愛

桃
園
書
房



晋
遊
舎



宙
出
版



鉄
人
社



近
代
映
画

社

新
英
社

０７４３０
－
１１

１８７６０
－
１０

６３４２５
－
１８

０９６７１
－
１１

０１８０６
－
１１

０７８５５
－
１１

０２８９３
－
１１

実
話
ヘ
ッ
ド
バ
ッ
ト

パ
チ
ン
コ
攻
略
の
裏
１１
月
号

増
刊
（
発
刊
第
６
号
）

Ｂ
Ａ
Ｎ
－
Ｂ
Ｏ
Ｎ

問
題
実
話
１０
月
号
増
刊

（
Ｖ
ol．１
）

Ｔ
Ｖ
驚
愕
映
像
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

Ｖ
ol．７

Special
AYA

１１
月
号

コ
ミ
ッ
ク
裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
１１
月
号

増
刊
（
Ｖ
ol．１４

）

プ
チ
も
も

１１
月
号

危
険
な
愛
体
験
Ｓ
pecial１１

月
号

〃〃〃コミック
誌〃〃〃

１９１

１９２

１９３

１９４

１９５

１９６

１９７

指
定

番
号

名

称

所

在

地

指
定
解
除
年
月
日

九
九

真
部
邸
の
ケ
ヤ
キ

さ
ぬ
き
市
多
和
経
座
東
六

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

指

定

番

号

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

一
六
八

八
幡
神
社
の
ク
ス
ノ
キ

綾
歌
郡
飯
山
町
下
法
軍
寺
一

四
一
〇

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

野
菜
又
は
果
実
を
原
料
と
す
る
保
存
食
料
品
製
造
業
の
用
に

供
す
る
湯
煮
施
設

丸
釜
（
二
重
釜
）
２５０
�
／
回

３
基

許
可
後

許
可
後

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

工期

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
７７
番
地

三
馬
食
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

馬
場
一
郎


事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

仲
多
度
郡
満
濃
町
四
条
東
村
５８０
番
地

三
馬
食
品
株
式
会
社

第
二
工
場

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

九



午
前
７
時
半
～
午
後
９
時

４
時
間
～
１２
時
間
使
用

最
大

５
．５
～
７
．０

１０
，０００

１０
，０００

２５０９０６

３
．０

許
可
後通

常

５
．５
～
６
．５

３
，０００

３
，０００

２００６０４

１
．５

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

３
基
合
計

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
�
／
日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 等

野
菜
又
は
果
実
を
原
料
と
す
る
保
存
食
料
品
製
造
業
の
用
に

供
す
る
湯
煮
施
設

丸
釜
（
二
重
釜
）
５００
kg／

回
２
基

午
前
７
時
半
～
午
後
９
時

４
時
間
～
１２
時
間
使
用

最
大

５
．５
～
７
．０

１０
，０００

許
可
後

許
可
後

許
可
後通

常

５
．５
～
６
．５

５
，０００

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

１０
，０００

２５０９０６

２
．８

５
，０００

２００６０４

１
．４

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

２
基
合
計

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
�
／
日
）

野
菜
又
は
果
実
を
原
料
と
す
る
保
存
食
料
品
製
造
業
の
用
に

供
す
る
湯
煮
施
設

�
丸
釜
（
二
重
釜
）
２００
kg／

回
１
基

�
サ
ム
ソ
ン
製
ニ
ー
ダ
ー
５００
kg／

回
１
基

�
サ
ム
ソ
ン
製
ニ
ー
ダ
ー
６００
kg／

回
１
基

午
前
８
時
～
午
後
６
時

４
時
間
～
８
時
間
使
用

最
大

５
．５
～
７
．０

３
，０００

３
，０００

２５０４５３

許
可
後

許
可
後

許
可
後通

常

５
．５
～
６
．５

１
，０００

１
，０００

２００３０２

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
〇



０
．２

０
．２

０
．２

０
．１

０
．１

０
．１

�
×
１
基

�
×
１
基

�
×
１
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
�
／
日
）

野
菜
又
は
果
実
を
原
料
と
す
る
保
存
食
料
品
製
造
業
の
用
に

供
す
る
原
料
処
理
施
設

野
菜
用
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
３００
�
／
時

１
基

午
前
８
時
～
午
後
６
時

１
時
間
～
４
時
間
使
用

最
大

５
．５
～
７
．０

３
，０００

３
，０００

２５０４５３

０
．２

許
可
後

許
可
後

許
可
後通

常

５
．５
～
６
．５

１
，０００

１
，０００

２００３０２

０
．１

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

連
続
２４
時
間

処
理

後

最
大

５
．８
～
８
．６５０４０４０４５３

５９０

通
常

５
．８
～
８
．６３０２０４０３０２

（
変
更
前
３９７
）

２００

既
設

既
設

許
可
後処

理
前

最
大

（
変
更
前２～３）

５
．０
～
８
．６

４００

３００

２５０９０６

５９０

通
常

（
変
更
前２～３）

５
．０
～
８
．６

３７０

２７０

２００６０４

（
変
更
前
３９７
）

２００

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

排
水
処
理
施
設

６００
�
／
日

活
性
汚
泥
法

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

第
１

排
水

口

最
大５
．８
～
８
．６５０４０４０４５

通
常５
．８
～
８
．６３０２０４０３０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
一



●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
伝
染
病
の
発
生
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
長
尾
大
内
線
（
十
号
）

三

道
路
の
区
域

３

３
，０００

５９０

２

２
，０００

（
変
更
前
３９７
）
２００

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

大
腸
菌
群
数
（
個

／�
）

排
出
水
の
量

（
�

／日
）

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
一
〇
、
一

介
護
老
人
保
健
施
設

白
寿
の
杜

三
豊
郡
詫
間
町
大
字

医
療
法
人
社
団
十
仁

会三
豊
郡
詫
間
町
大
字

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

詫
間
一
三
三
八
番
地

一
七
〇

詫
間
一
三
三
八
番
地

二
三

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
及
び

疑
似
患
畜

の
区
分

頭
数

発
生
の
場
所

発
生
年
月
日

転
帰

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

高
松
市
川
島
本
町
一
三

四

平
成
十
六
年
十
月

十
三
日

殺
処
分

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
十
川
西
町
字
西
下
三
九
八
番
一

地
先
か
ら

前

二
三
・
三

〜
二
三
・
四

二
三

特
定
交
通
安

全
施
設
整
備

事
業
に
よ
る

歩
道
橋
新
設

二
三
・
三

第
２
排
水
口
：
単
独
浄
化
槽
排
水
及
び
製
品
冷
却
水
（
通
常
４
．３
�
／
日
～
最
大
１１
．５
�
／
日
）

第
３
排
水
口
：
ボ
イ
ラ
ー
ブ
ロ
ー
水
（
通
常
０
．２
�
／
日
～
最
大
０
．３
�
／
日
）

第
４
排
水
口
：
除
マ
ン
ガ
ン
逆
洗
水
（
通
常
８
�
／
日
～
最
大
１０
�
／
日
）

第
５
～
２１
排
水
口
：
雨
水

（
備
考
）

今
回
の
申
請
と
あ
わ
せ
て
、
既
設
特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
の
変
更
及
び
廃
止
を
行
う
た
め
、

当
該
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１６
年
１０
月
２９
日
か
ら

平
成
１６
年
１１
月
１９
日
ま
で


場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

満
濃
町
住
民
課

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
二



●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

昭
和
三
十
一
年
香
川
県
告
示
第
三
百
十
三
号
（
港
湾
法
第
五
十
六
条
に
よ
る
港
湾
の
港
湾
区
域
）
は
、

廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
の
四
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
十
四
号
中
「
及
び
駐
車
場
」
を
「
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
、
ア
ー
ト
広
場
及
び
駐
車
場
」
に
、

「
及
び
多
目
的
広
場
」
を
「
、
多
目
的
広
場
、
大
型
テ
ン
ト
広
場
及
び
ア
ー
ト
広
場
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
金
融
機
関

２

指
定
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
取
り
扱
う
所
等
の
表
坂

出
支
店
の
項
中
「
坂
出
工
業
高
等
学
校
」
の
下
に
「
、
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
」
を
加
え
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

借
入
件
名
及
び
数
量

香
川
県
大
気
汚
染
常
時
監
視
シ
ス
テ
ム
（
設
置
、
調
整
及
び
保
守
サ
ー
ビ

ス
を
含
む
。
）

一
式

２

調
達
件
名
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

借
入
期
間

平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

４

借
入
場
所

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５

入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３

県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

高
松
市
十
川
西
町
字
西
下
四
〇
一
番
一

地
先
ま
で

後

〜
四
二
・
一

二
三

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
三



４

本
公
告
の
日
か
ら
過
去
十
年
以
内
に
、
本
県
若
し
く
は
他
の
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
が
整
備
す
る
大
気
汚

染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
た
め
の
大

気
汚
染
常
時
監
視
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
完
結
又
は
履
行
中
で

あ
る
こ
と
の
実
績
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
入
札
説
明
書
に
示
し
た
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
件
に
係
る
迅
速
な
維
持
補
修
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
並
び
に
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
を
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
、
当

該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

入
札
書
等
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境

管
理
課
・
大
気
保
全
・
環
境
安
全
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
一
九

２

契
約
の
内
容
を
示
す
場
所
及
び
日
時

四
の
１
の
場
所
で
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

並
び
に
十
一
月
三
日
を
除
く
午
前
９
時
か
ら
正
午
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
）
ま
で
入
札
説
明

書
及
び
仕
様
書
を
交
付
す
る
。

３

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
で
書
留
親
展
扱
い
に
よ
る
送
付
と
し
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
午

後
五
時
ま
で
に
受
領
し
た
も
の
に
限
る
。

４

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日
午
後
二
時

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
庁
北
館
三

階
入
札
室

５

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
午
後
二
時

香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
二
会
議
室

五

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除

３

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

６

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七

Sum
m
ary

１
N
ature

and
quantity

of
the
products

to
be
leased

:Atm
ospheric

Environm
ental

O
bservation

System
1
set（
including

installation,
adjustm

ents,
m
aintenanceservices）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
四



●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
米
山
四
丁
目
一
番
二
八
号

大
黒
天
物
産
株
式
会
社

岡
山
県
倉
敷
市
堀
南
七
〇
四
番
地
五

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
那
の
津
二
丁
目
一
番
一
二
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

坂
出
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
一
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
コ
メ
リ

新
潟
県
新
潟
市
米
山
四
丁
目
一
番
二
八
号

大
黒
天
物
産
株
式
会
社

岡
山
県
倉
敷
市
堀
南
七
〇
四
番
地
五

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
那
の
津
二
丁
目
一
番
一
二
号

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
六
月
十
六
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
五
、
二
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
五
二
台

�

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
〇
二
台

�

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル

７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
コ
メ
リ

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

大
黒
天
物
産
株
式
会
社

開
店
時
刻

午
前
零
時

閉
店
時
刻

午
後
十
二
時

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

駐
車
区
画
Ａ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

駐
車
区
画
Ｂ

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

六
箇
所

�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
棟
荷
さ
ば
き
施
設

午
前
七
時
か
ら
午
前
一
時
ま
で

ス
ー
パ
ー
棟
荷
さ
ば
き
施
設

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

家
電
販
売
店
棟
荷
さ
ば
き
施
設

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

２
Tim
e-lim

it
for
tender:２：００

p.m
.,D
ecem

ber１３
，２００４（

Tenders
m
ust
be
subm

itted
by

post
by
５：００

p.m
.,
D
ecem

ber１０
，
２００４

）

３
C
ontact

point
of
the
notice

:Environm
ental

M
anagem

ent
D
ivision,

Environm
ent

and
Forestry

D
epartm

ent,
K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
４
－
１
－
１０
,
B
ancho,

Takam
atsu-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan,７６０

－
８５７０

.Tel０８７
－
８３２
－
３２１９

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
五



１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
坂
出
市
環
境
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川

医
療
生
活
協
同
組
合
職
員
労
働
組
合
執
行
委
員
長
中
西
律
子
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平

成
十
六
年
十
月
十
八
日
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

事
件

平
成
十
六
年
秋
闘
要
求
の
完
全
獲
得
を
目
的
と
し
て
、
労
働
組
合
の
そ
の
相
手
方
で
あ
る
院
所
開
設

者
に
対
す
る
争
議

二

日
時

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日
午
前
零
時
以
降
、
要
求
実
現
ま
で
の
間

三

場
所

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

高
松
平
和
病
院

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

善
通
寺
診
療
所

善
通
寺
市
上
吉
田
町
六
―
八
―
九

生
協
み
き
診
療
所

木
田
郡
三
木
町
氷
上
一
一
二
―
一

生
協
へ
い
わ
歯
科

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

コ
ー
プ
歯
科
ま
る
が
め

丸
亀
市
川
西
町
北
一
三
五
七
―
四

老
人
保
健
施
設
「
虹
の
里
」

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
ひ
ま
わ
り
」

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
八
―
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
ほ
が
ら
か
」

善
通
寺
市
上
吉
田
町
六
―
八
―
九

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
み
き
」

木
田
郡
三
木
町
氷
上
一
一
二
―
一

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ほ
の
ぼ
の
」

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
虹
の
里
」

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三
―
二
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
「
ほ
が
ら
か
」

善
通
寺
市
上
吉
田
町
六
―
八
―
九

四

争
議
行
為
の
概
要

前
記
の
場
所
に
お
け
る
、
全
体
的
ま
た
は
部
分
的
な
業
務
の
停
止
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
の

争
議
行
為

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
入
院
患
者
・
入
所
者
の
保
安
に
必
要
な
要
員
は
除
く
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川

勤
労
者
医
療
福
祉
会
職
員
労
働
組
合
執
行
委
員
長
古
川
美
和
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平

成
十
六
年
十
月
十
八
日
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

事
件

平
成
十
六
年
秋
闘
要
求
の
完
全
獲
得
を
目
的
と
し
て
、
労
働
組
合
の
そ
の
相
手
方
で
あ
る
院
所
開
設

者
に
対
す
る
争
議

二

日
時

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）
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平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日
午
前
零
時
以
降
、
要
求
実
現
ま
で
の
間

三

場
所

香
川
勤
労
者
医
療
福
祉
会

高
松
協
同
病
院

高
松
市
木
太
町
七
区
四
六
六
四
番
地

四

争
議
行
為
の
概
要

前
記
の
場
所
に
お
け
る
、
全
体
的
ま
た
は
部
分
的
な
業
務
の
停
止
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
の

争
議
行
為

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
入
院
患
者
・
入
所
者
の
保
安
に
必
要
な
要
員
は
除
く
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
一
宮
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
太
田
井
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
十
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
二

月
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
町
が
土
地
改

良
事
業
（
農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
栗
熊
地
区
（
中
村
団
地
）
）
計
画
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
九
月
二
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
歌
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
十
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十

一
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

中
徳
三
谷
高
松
線
（
四
十
三
号
）

三

指
定
す
る
道
路

香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
四

十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
（
以
下
「
美
術
館
」
と

い
う
。）の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
）

第
二
条

美
術
館
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

東
山
魁
夷
の
作
品
等
の
展
示
、
保
管
等
を
行
う
こ
と
。

二

東
山
魁
夷
の
作
品
等
の
利
用
に
関
し
必
要
な
説
明
、
助
言
、
指
導
等
を
行
う
こ
と
。

三

東
山
魁
夷
の
作
品
等
に
関
す
る
専
門
的
又
は
技
術
的
な
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
美
術
館
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

高
松
市
藤
塚
町
三
丁
目
一
六
番
地
一
号
地
先
か
ら

高
松
市
観
光
通
一
丁
目
一
一
番
一
号
ま
で

三
〇
・
〇

二
五
〇

教
育
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
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（
職
員
）

第
三
条

美
術
館
に
、
次
の
職
員
を
置
く
。

一

館
長

二

副
主
幹

三

主
任
専
門
学
芸
員

四

主
任
主
査

五

係
長

六

専
門
学
芸
員

七

主
査

八

主
任
学
芸
員

九

学
芸
員

（
職
務
）

第
四
条

館
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
美
術
館
の
業
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

２

副
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

３

主
任
専
門
学
芸
員
、
専
門
学
芸
員
、
主
任
学
芸
員
及
び
学
芸
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
美
術
館

の
専
門
的
事
務
を
処
理
す
る
。

４

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
を
処
理
す
る
。

（
開
館
時
間
）

第
五
条

美
術
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
曜
日
に
お
け

る
美
術
館
の
開
館
時
間
に
つ
い
て
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

２

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
開
館
時
間
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
館
日
）

第
六
条

美
術
館
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
月
四
日
か
ら
四
月
二
十
八
日
ま
で
、
五
月
六
日
か
ら
七
月
十
九
日
ま
で
及
び
九
月
一
日
か
ら
十

二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日

後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

二

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で

２

館
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
、
休
館
日
を
変

更
し
、
又
は
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
観
覧
料
の
免
除
）

第
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
展
示
室
の
観
覧
料
を
免
除
す
る
。

一

六
十
五
歳
以
上
の
者

二

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
を
受
け
た
身
体
障
害
者
手
帳
に
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者

三

都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
市
長
が
交
付
し
た
療
育
手
帳
に
本
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

者
四

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
に
精
神
障
害
の
状
態
に

あ
る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者

五

保
護
施
設
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
児
童
福
祉
施
設
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
、
精
神
障

害
者
社
会
復
帰
施
設
及
び
老
人
福
祉
施
設
の
在
籍
者
で
、
当
該
施
設
の
職
員
が
引
率
の
上
入
室
す
る

も
の

六

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
と
し
て
入
室
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

ろ
う

並
び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部
の
児
童
及
び
生
徒
並
び

に
こ
れ
ら
の
者
の
引
率
を
行
う
者

七

日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
（
一
月
一
日
を
除
く
。
）
に
入
室
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学

ろ
う

校
及
び
中
等
教
育
学
校
並
び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部

の
児
童
及
び
生
徒

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
同
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
り
る
文
書
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
療
育
手
帳
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
当
該
施
設
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足

香

川
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二
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り
る
文
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
観
覧
料
免
除
申
請
書
（
別
記
様
式
）
を
館
長
に
提

出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
覧
料
の
減
額
）

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
展
示
室
の
観
覧
料
を
団
体
で
利
用
す
る

場
合
に
お
け
る
展
示
室
の
観
覧
料
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
。

一

か
が
わ
ウ
ェ
ル
カ
ム
カ
ー
ド
（
社
団
法
人
香
川
県
観
光
協
会
が
外
国
人
に
対
し
交
付
す
る
証
票
で
、

当
該
外
国
人
が
県
内
の
観
光
に
関
す
る
施
設
等
を
利
用
す
る
際
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
利
用

に
係
る
料
金
の
割
引
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者

二

文
化
観
光
施
設
入
場
割
引
券
（
財
団
法
人
高
松
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
が
県
内
で

開
催
さ
れ
る
大
会
等
の
参
加
者
に
対
し
交
付
す
る
証
票
で
、
当
該
参
加
者
が
県
内
の
観
光
に
関
す
る

施
設
等
を
利
用
す
る
際
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
利
用
に
係
る
料
金
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
か
が
わ
ウ
ェ
ル
カ
ム
カ
ー
ド
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
入
室
の
際
、
文
化
観
光
施
設
入
場
割
引
券
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
入
館
の
拒
否
等
）

第
九
条

館
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
美
術
館
へ
の
入
館
を
拒
否
し
、

又
は
美
術
館
か
ら
の
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
た
者

二

他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
を
携
帯
す
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
美
術
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
損
害
賠
償
の
責
任
）

第
十
条

美
術
館
の
施
設
、
設
備
、
器
具
、
展
示
品
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
美
術
館
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

一
九



年 月 日 時 分から 時 分まで

目 的

学 校 名

人員（引率者を除

く。）

引 率 者 職 氏 名

入 室 日 時

別記様式（第７条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

観 覧 料 免 除 申 請 書

年 月 日

香川県立東山魁夷せとうち美術館長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号（ ） －

次により入室したいので観覧料を免除してください。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二
〇



香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
号
中
「
香
川
県
県
民
ホ
ー
ル
」
の
下
に
「
、
香
川
県
立
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川

県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
小
豆
警
察
署
の
項
中

「

を

」

「

に
」

改
め
、
同
表
香
川
県
坂
出
警
察
署
の
項
中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
同
表
香
川
県
丸
亀
警
察
署
の
項
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。附

則

公
安
委
員
会
規
則

四
海
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
一
番
地

二
八

土
庄
町
の
う
ち
、
伊
喜
末
、
小
江
、
滝
宮
、

長
浜

土
庄
港
警
備

小
豆
郡
土
庄
町
甲
五
九
七
八
番

派
出
所

地
四
二

四
海
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
一
番
地

二
八

土
庄
町
の
う
ち
、
伊
喜
末
、
小
江
、
滝
宮
、

長
浜

与
島
駐
在
所

坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地

坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

町
、
櫃
石
、
与
島
町

坂
出
港
警
備

派
出
所

坂
出
市
入
船
町
一
丁
目
六
番
一

一
号

与
島
駐
在
所

坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地

坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

町
、
櫃
石
、
与
島
町

四
箇
駐
在
所

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
三
井

四
三
一
番
地
六

多
度
津
町
の
う
ち
、
大
字
青
木
、
大
字
庄
、

大
字
三
井
、
大
字
山
階

多
度
津
港
警

備
派
出
所

仲
多
度
郡
多
度
津
町
東
浜
一
二

番
八
号

四
箇
駐
在
所

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
三
井

四
三
一
番
地
六

多
度
津
町
の
う
ち
、
大
字
青
木
、
大
字
庄
、

大
字
三
井
、
大
字
山
階

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二
一



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
所
有
者
等
」
を
「
使
用
者
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
九
号

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
警
察
本
部
長

沖

田

芳

樹

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
文
書
公
印
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
十
一
の
項
中
「
第
五
十
一
条
第
十
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
に
、
「
車
両
を
保

管
し
た
場
合
」
を
「
保
管
車
両
に
係
る
事
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十

「

「

八
項
」
に
、

運
転
者
等
又
は
所
有
者
等
に
対
す
る
負
担
金
の
納
付
命
令

を
」

使
用
者
等
に
対
す
る
負
担
金
の
納
付
命
令

に
、
「
第
五
十
一
条
第
十
六
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
十

」

九
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
第
十
七
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
第
二
十
項
」

を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
三
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
二
十
四
項
」

に
、
「
係
る
運
転
者
等
又
は
」
を
「
係
る
」
に
、
「
損
壊
積
載
物
等
」
を
「
保
管
し
た
損
壊
物
等
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌

田

守

恭

同

名

和

基

延

同

石

川

�

治

同

広

瀬

員

義

香
川
県
監
査
委
員
規
程
第
一
号

香
川
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
香
川
県
監
査
委
員
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
印
の
保
管
責
任
者
は
、
事
務
局
次
長
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
）

第
十
条

事
務
局
に
お
い
て
使
用
す
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

監
査
委
員
電
子
署
名
記
録
媒
体

二

代
表
監
査
委
員
電
子
署
名
記
録
媒
体

三

監
査
委
員
事
務
局
長
電
子
署
名
記
録
媒
体

２

前
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
は
、
事
務
局
次
長
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
察
本
部
告
示

監
査
委
員
規
程

運
転
者
等
又
は

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二
二



監
査
委
員
公
表

措
置
の
状
況

正
当
額
と
収
入
済
額
と
の
差
額
分
に
つ

い
て
調
定
し
、
平
成
１６
年
１０
月
７
日
付
け

で
収
入
済
み
で
あ
る
。

平
成
１６
年
９
月
分
給
与
で
返
納
及
び
追

給
済
み
で
あ
る
。（
都
市
計
画
課
）

平
成
１６
年
４
月
分
給
与
で
返
納
済
み
で

あ
る
。（
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
）

長
尾
土
木
事
務
所
、
坂
出
土
木
事
務
所

及
び
小
豆
総
合
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
過

年
度
未
登
記
処
理
専
任
の
嘱
託
職
員
を
配

監
査
の
結
果
（
対
象
機
関
）

ア
占
用
料
の
収
入
事
務
に
つ
い
て

道
路
占
用
料
の
徴
収
に
当
た
り
、

特
別
の
理
由
な
く
減
額
調
定
し
、
誤

っ
た
額
を
収
入
し
て
い
る
も
の
が
見

受
け
ら
れ
た
の
で
、
正
当
額
と
の
差

額
分
を
追
徴
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
長
尾
土
木
事
務
所
）

イ
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
又
は

追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。（
都
市
計

画
課
、
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
）

ア
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て

は
、
計
画
的
な
取
組
に
よ
り
一
定
の

改
善
成
果
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

指
導
注
意
事
項

検
討
指
示
事
項

置
し
、
未
登
記
案
件
の
処
理
に
努
め
て
い

る
。ま
た
、
各
事
務
所
の
担
当
者
を
集
め
た

過
年
度
未
登
記
事
務
担
当
者
会
を
開
催
す

る
な
ど
、
事
務
処
理
の
円
滑
化
に
努
め
て

い
る
。

廃
道
敷
の
適
正
な
管
理
に
努
め
、
地
元

市
町
や
関
係
者
と
の
協
議
に
よ
り
市
町
道

へ
の
移
管
、
緑
地
帯
等
と
し
て
活
用
、
売

却
処
分
な
ど
の
促
進
を
図
る
。（
道
路
保

全
課
）

廃
川
敷
の
現
状
把
握
に
努
め
適
正
な
管

理
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
者
と
の
協
議

を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
売

却
、
貸
付
や
移
管
等
の
処
分
に
努
め
る
。

（
河
川
砂
防
課
）

依
然
と
し
て
相
当
の
未
登
記
件
数
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
引
き
続
き
登

記
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
必
要
が

あ
る
。（
土
木
監
理
課
）

イ
廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
の
管
理
及
び

処
分
に
つ
い
て

廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
が
相
当
数
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態

を
的
確
に
把
握
し
、
適
切
な
管
理
及

び
処
分
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ

る
。（
道
路
保
全
課
、
河
川
砂
防
課
）

措
置
の
状
況

監
査
の
結
果

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

指
導
注
意
事
項

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１６
年
１０
月
２９
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
�

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

土
木
部

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１５
年
度

３
措
置
の
状
況

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３４
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１９９
条
第
１２
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１６
年
１０
月
２９
日

香
川
県
監
査
委
員

鎌
田

守
恭

同
名

和
基

延

同
石

川
�

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１５
年
度

３
措
置
の
状
況

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二
三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
及
び
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
及
び
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
県
民
ホ
ー
ル
館
長

別
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
県
民
ホ
ー
ル
館
長
」
を

東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
長
」

に
改
め
る
。

（
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
県
民
ホ
ー
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

「
県
民
ホ
ー
ル

別
表
第
一
の
八
級
の
部
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
県
民
ホ
ー
ル
副
館
長
」
を

東
山
魁
夷
せ

副
館
長

に
改
め
る
。

と
う
ち
美
術
館
長
」

平
成
１６
年
９
月
の
給
与
で
追
給
済
み
で

あ
る
。

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正
当

額
と
の
差
額
分
を
追
給
す
る
必
要
が
あ

る
。

人
事
委
員
会
規
則

東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館

館
長

人
事
委
員
会
告
示

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日

（
第
九
一
八
〇
号
）

二
四


